
消防大学校における人権に関する講義の実施について

消防庁消防大学校(※)では、市町村の消防本部の幹部職員等に対する
教育訓練において、民間講師による人権問題に関する講義を実施して
おり、令和５年度は261人が受講した。
令和6年度は、288人に講義を実施する予定。

(※) 消防大学校は、消防組織法第5条に基づき設置された、市町村の消防職員及び消防団員等
に対し、幹部として必要な教育訓練を行うとともに、各県消防学校等の訓練機関の行う教育
訓練の内容及び方法に関する技術的援助を行う教育訓練機関である。
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